
平成 27年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 総社市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：総社市社会福祉協議会 

委託内容：平成26年度総社市市民後見人養成研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜平成26年度総社市市民後見人養成研修の実施＞ 

・本市において市民後見人として活動できる市民に養成研修を受講いただく

ため、受講説明会を平成26年8月3日に実施し、受講者を公募した。結果

3名の申込みがあり、受講いただいた。 

  

・研修内容として、岡山県社会福祉協議会主催の市民後見人養成研修への受

講と総社市市民後見人養成研修の受講をしていただいた。 

 

『岡山県市民後見人養成研修（岡山県社会福祉協議会主催）』 

 成年後見制度や市民後見人活動の基礎的内容について、知識・技術を習得

していただいた。 

 実施日：平成26年10月5日～12月14日の7日間 

 

『総社市市民後見人養成研修（総社市権利擁護センター主催）』 

 総社市における地域福祉の取組、市民後見概論や専門的な関係制度・民法

の基礎事項を行政や弁護士・司法書士等を講師として研修会を実施し、受講

いただいた。 

 実施日：平成27年1月17日～3月7日の4日間と現場実習を実施 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成26年 

8月3日 市民後見人養成研修説明会開催 

     市民後見人養成研修受講者募集 

10月5日～12月14日（計7日間） 

岡山県社会福祉協議会が開催する研修受講 

12月   市主催の研修カリキュラムの作成 

平成27年  

 1月17日～3月7日（4日間＋現場実習） 

市主催の研修 

       

 

備      考 

 

 



平成 27年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 総社市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：総社市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人養成研修実施に関する検討会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民後見人養成研修実施に関する検討会の開催＞ 

・本市に権利擁護に関するワンストップの相談支援機関である『総社市権利

擁護センター』を設置し、市民後見人養成についても、実施支援を行ってい

る。 

 

・権利擁護に関する専門職（弁護士・司法書士・社会福祉士等）を外部委員

として依頼し、本市において、市民後見人の業務を適正に行うために必要な

知識・技能・倫理が修得できる研修プログラムを検討し、上記の研修を実施

した。 

 

・また市民後見人の登録から実際に業務を受けるまでの相談支援体制を構築

している。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

 

 

備      考 

 

 

 



平成 27年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 総社市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：総社市社会福祉協議会 

委託内容：総社市市民後見人定例研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総社市市民後見人定例研修会の開催＞ 

・過去に総社市市民後見人養成研修を受講し、市民後見人登録を完了した市

民を対象に、継続的に活動を支援し、知識・技術の習得を得るため隔月（奇

数月）に開催した。 

 対象者：8名 

 実施日：平成26年7月16日、9月17日、11月19日、平成27年1月21

日、3月18日 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成26年 

7月16日、9月17日、11月19日 

平成27年 

1月21日、3月18日 

総社市市民後見人定例研修会の開催 

 

備      考 

 

 

 



平成 27年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 総社市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：総社市社会福祉協議会 

委託内容：市民後見人養成事業の啓発 

啓発パンフレットの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民後見人養成事業の啓発＞ 

・『総社市成年後見セミナー』を実施し、市民に対して、市民後見人のあり

方や市民後見人養成・活動支援事業について周知した。 

 

＜啓発パンフレットの作成＞ 

・『総社市成年後見ガイド』を作成し、市民に対して、成年後見制度につい

て広く周知する 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

＜市民後見人養成事業の啓発＞ 

平成26年 

8月3日 総社市成年後見セミナー 

＜啓発パンフレットの作成＞ 

平成26年10月31日、平成27年1月9日 

 総社市権利擁護センター成年後見支援委員会にて内容検討 

 

備      考 

 

 

 


